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働きかける。 









上の著しい東アジア諸国への輸出促進を重点的に実施するため、「日本食品等海外市

場開拓委員会」の議論を踏まえ、国際見本市への出展、試食展示会への支援等を行う

とともに、前年度の調査を補完するため、マーケティング調査等を引続き行う。更に、

試験輸出、バイヤーの招へい等、商談機会の創設に向けての実践的な取組みを行う。

これらの実施に当たっては「農林水産ニッポンブランド輸出促進都道府県協議会」と

も密接な連携をとる。 

榛













・ トルコ「陶磁器産業育成」プログラム 



ﾙ． その他 

上記の食品



















③ 我が国企



企業の事業活動の拡大に応じ、現在派遣・設置されている拠点を足場として、その他の

地域への活動範囲を広げることを目的として、サテライト機能を充実させる。 

 

3) 上記に加え、日本国内において、中堅・中小企業をはじめとする企業の東アジア等の投

資環境に対する情報ニーズに対応するため、上記事業を通じ蓄積された最新の情報を本

機構主催のミッション派遣やセミナー、出版物やウェブサイトなどを通じて提供する。 

 

4) 我が国企業の海外での円滑な事業展開に資することを目指して、海外において上記の各

事業の円滑な運用により、我が国企業や進出日系企業からの問い合わせ・







2) プロジェクト研究 

 

アジア諸国の政治・経済状況を把握するために、アジアの動向分析を実施する。また、ア

ジア諸国や開発途上国・地域の経済状況を定量的に把握するために、経済予測、産業連関

構造の分析、貿易統計の整備を引き続き実施する。さらに、地域ｑ9

アジア諸9アジア諸アジア諸アジア諸∵ 



・西・中央アジア諸国における社会的亀裂と政治体制 
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７．その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

 

（１）施設･設備に関する計画 

 

① 出資金の運用により運営している輸入促進施設の見直しを円滑に進めるため、関係

自治体等と事前に協議を行う。 

 

② 機構の業務を効率的かつ効果的に推進していく観点から、研究所の土地を購入する。

老朽化のため最低限必要な本部の移転を行う。 

 

 

施設・設備の内容 予定額（百万円） 財源 

アジア経済研究所用地購入 860 出資金 

［注記］金額については、見込みである。 

 なお、上記のほか、業務実施状況や、施設・設備の老朽度合い等を勘案

した設備の整備、改修等が追加されることがありうる。 
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○収支計画（平成16年度）
（単位：百万円）

区　分

金　額

費用の部 41,290

　　経常費用 41,290
　　　　貿易･投資振興業務費 26,718
　　　　開発途上国経済研究活動業務費 4,394
　　　　受託業務費 7,445
　　　　一般管理費 2,454
　　　　減価償却費 279

　　財務費用 0

　　臨時損失 0

　　　　
収益の部 41,387

　　運営費交付金収益 24,734
　　国庫補助金収入 3,137
　　国からの受託収入 7,547
　　その他からの受託収入 737
　　業務収入 4,86324,734

3,137　圧国からの受託収入7,547　鯵他からの受託収入73724,734
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